
県庁見学時の県庁西駐車場(大型車用）の利用について

1 バスの入場方法

　①　県庁正面出入口から進入後、本館正面入口（Ａ）で見学者を降車させてください。
  ②　県庁西駐車場にバスを駐車してください。

※なお、当日の状況により、議会議事堂西側駐車場（Ｂ）にバスを駐車してもらうことが
ございますので、警備員の誘導に従ってください。

2　バスの出場方法

 ①　県庁西駐車場から、西側出入口を経由し、ご入場ください。
 ②　議会議事堂西側駐車場（Ｂ）で見学者を乗車させてください。
 ③　県庁正面出入り口からお帰りください。

※学校の先生や団体の代表者は、
バスの運転手に、バスの乗降方法
等について事前に周知されるよう
お願いいたします。
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